












令和7年3月分
（4月納付分）からの保険料率のお知らせです

変更熊本支部の健康保険料率は となります
令和 7年 2月分（3月納付分）まで

給与・賞与の
令和 7年 3月分（4月納付分）から

給与・賞与の

%10.1210.30%
介護保険料率も 変更となります

令和 7年 2月分（3月納付分）まで給与・賞与の 令和 7年 3月分（4月納付分）から給与・賞与の

% 1.591.60 %

協会けんぽ 加入者・事業主のみなさまへ熊本
支部

みなさまが自分らしく
安心して働けるように。

協会けんぽは、
働くあなたのそばにいます。
元 気に働き続 けるためには、日々 の 健 康 が
大 切。しか も、健 康 で あ れ ば あ る ほど、保
険料率の伸びを抑えられます。
さらに、上 手 な 医 療 の かかり方 を 心 が け れ
ば、あ な た の 支 払う医 療 費 や、保 険 料 率 の
伸びが抑えられます。

「上手な医療のかかり方」と「健康づくり」を
はじめませんか？

〒860-8502　熊本市中央区辛島町5-1　日本生命熊本ビル10階
TEL 096-240-1030

お問い合わせはこちらまで

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。※任意継続被保険者の方は、令和7年4月分の保険料率から変更となります。
※ご加入の支部は資格情報のお知らせ等の「保険者名称」をご確認ください。（居住する都道府県とは異なることがあります。）

保険料率に
ついての
特設サイトは
こちら

事業内容に合わせて多様な
設備やシステムが導入できる一般型 1/2中小

企業 2/3小規模・
再生

補助率
1最大

補助上限額
億円

簡易で即効性のある
省力化投資に カタログ注文型 1/2以下

補助率
1,500最

大

補助上限額
万円

NEW！
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